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第７６回大阪市大規模小売店舗立地審議会 

                             日時：令和元年８月１９日 

開会 午後１時３０分 

○事務局  お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから、大阪市大規模

小売店舗立地審議会を開催いたします。委員の皆様方には何かとお忙しい中、当審議会にご

出席いただきましてありがとうございます。私、本日の司会を務めます経済戦略局産業振興

課担当係長の宮上と申します。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 本審議会の委員数は９名でございますが、現在８名の出席がございますので、審議会規則

第７条第２項の規定により、本審議会が有効に成立していますことをご報告申しあげます。 

 本日の審議会は大店立地法に基づき届出がありました店舗面積の増１件、新設案件３件に

ついてご審議をお願いいたします。なお、配付資料についてですが、会議次第、配席図、委

員名簿、大阪市意見（案）について、(仮称)デイリーカナートイズミヤ花園店の新設の届出

に対する住民等意見書の概要、住民等意見書に対する設置者の回答の計６種類。加えて、傍

聴の方には傍聴の際の注意事項、大規模小売店舗出店のルール及び審議案件に係る届出要約

書を配付させていただいております。不足等はございませんでしょうか。 

 また、Ａ４横のパワーポイントの紙資料は、前に映すものをプリントアウトしたものです。

ご参考にお使いください。 

 傍聴の皆様には先にお配りしております注意事項に従いまして、円滑な審議会の運営にご

協力くださいますようお願い申しあげます。携帯電話につきましては電源をお切りいただく

か、マナーモードに設定するなど、審議の妨げにならないようご協力をお願いいたします。 

 それでは加藤会長、ご審議の進行をよろしくお願いいたします。 

○加藤会長  お盆明けの大変お忙しいときに、お集まりいただきましてどうもありがとう

ございました。それでは早速、審議を進めてまいりたいと思います。 

 本日ご審議いただきますのは、店舗面積の増１件、新設案件３件でございます。議事の進

め方につきましては、次第に従いまして審議案件をお諮りしたいと考えております。 

 それでは、議事の１の①「（仮称）ヨドバシ梅田一体開発計画」の店舗面積の増に関する

届出内容につきまして、事務局より説明をお願いします。 

○事務局  それでは、「(仮称)ヨドバシ梅田一体開発計画」の店舗面積等の変更について

ご説明いたします。 

 本件は、Osaka Metro 梅田駅から北に３０メートルの北区大深町４番８にある商業施設の

店舗面積等を変更するとして届出があったものです。 

 設置者は株式会社ヨドバシホールディングス、小売業者は株式会社ヨドバシカメラ他とな

っております。主として販売する物品は電化製品、衣料品、雑貨等です。用途地域は商業地

域。平成３１年１月２５日に届出があり、変更予定日は令和元年１０月３１日となっており

ます。 

 敷地周辺の状況ですが、まず、店舗南西側から写した写真でございます。 

 次に、店舗北西角側からの写真でございます。 

 次に、店舗北東側からの写真でございます。 
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 次に、店舗増築側の北側道路から西に向かっての写真でございます。 

 同じく、店舗増築側の北側道路から東方向への写真でございます。 

 次に、西側道路から南方向へ向いた写真でございます。 

 同じく、西側道路から北方向への写真でございます。 

 次に、南側道路から東方向への写真でございます。右手にあるものが大阪駅になります。 

 同じく、南側道路から西方向への写真でございます。 

 次に、東側道路から北方向への写真です。 

 同じく、東側道路から南方向へ向かっての写真です。 

 次に変更事項等についてご説明いたします。 

 店舗面積について、変更前は合計５万９３平方メートル。変更後は、９万７４７平方メー 

トルとなり、４万６５４平方メートルの増築となります。 

 各階の店舗面積の変更前、変更後になります。地下２階は１，５０６平方メートルから

３,９８９平方メートルとなります。北側の増床部分は地下駐車場となります。 

 次に、地下１階は５，１０６平方メートルから１万６６２平方メートルの増床となります。 

 １階は４，９８０平方メートルから８，２２０平方メートル。 

 ２階は４，７０１平方メートルから８，７９２平方メートル。 

 ３階は５，５９２平方メートルから９，９０９平方メートル。 

 ４階は５，６０４平方メートルから９，８８０平方メートル。 

 ５階は５，６５１平方メートルから９，８１２平方メートル。 

 ６階は５，６５１平方メートルから９，８４９平方メートル。 

 ７階は５，６５１平方メートルから９，８４９平方メートル。 

 ８階は５，６５１平方メートルから９，７８１平方メートル。 

 次に、駐車場収容台数については、変更前は７８０台、変更後は１，１００台で３２０台

増加します。 

 駐車場における必要駐車台数ですが、指針による算出結果は４０２台となります。 

 また、増築前の実績調査結果に基づいて算出した必要台数は１，０４８台となります。こ

れに対して、届出台数が１，１００台となっており、増築前の利用実績からの算出及び指

針による必要台数をいずれも満たしております。 

 次に、駐車場の配置については、各階、次のとおりでございます。 

 ９階が１６９台、１０階が１８１台から１７０台、１１階が１６４台、１２階が１６６台、

１３階が４０台となります。 

 次に、増床部分の地下４階には１３９台、地下３階に１３０台、地下２階に１２２台の増

となりまして、各フロアの増減合わせまして７８０台から３２０台増え、１，１００台と

なっております。 

 次に、駐輪場の収容台数ですが、変更前は建物地下１階に３６０台、１階の原動機付自転

車用４０台を合わせますと４００台でしたが、変更後は建物１階に２６４台、そのうち原

動機付自転車用１４台となり、１３６台の減少となります。 

 駐輪台数の届出は１３６台減少になりますが、増築前の利用実績から求めた必要台数と 
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大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例上必要な必要台数をいずれも満たす結果とな 

っております。 

 駐輪場の配置はご覧のとおりです。 

 次に、荷さばき施設の位置及び面積の変更ですが、建物地下２階に荷さばき施設が１，３

５０平方メートル、変更後は９５８平方メートルになります。搬出入計画に合わせて３９

２平方メートルの減少となります。荷さばき施設の配置は次のとおりでございます。 

 次に、開閉店時刻ですが午前６時から翌午前０時までが、２４時間に変更となります。 

 次に、駐車場利用時間帯ですが午前５時３０分から翌午前０時３０分までが、２４時間 

に変更となります。 

 次に、駐車場の出入口の数及び位置についてですが、北増床部分北側出入口が追加されま

して、出入口が２カ所から４カ所に変更になります。 

 駐車場の出入口の位置についてはご覧のとおりです。 

 こちらは、駐車場の出入口周辺の状況ですが、店舗西側の駐車場入口①、出口②及び搬入

車両出入口付近の写真です。出入口の前の道路から、左折イン、左折アウトとなっており

ます。 

 同じくこちらは、駐車場の出入口周辺の状況ですが、店舗北側の駐車場入口③出口④付近

の写真です。出入口の前の道路より、左折イン、左折アウトとなっております。 

 来客の自動車の来退店経路は次のとおりでございます。なお、交通量調査の地点１、２、

３、４において、開店後の交差点飽和度は全て基準の０．９を下回っております。 

 次に、荷さばき可能時間帯ですが、地下２階に増設した部分についても２４時間となりま

す。 

 次に、廃棄物保管施設ですが、変更前は７７５立方メートルであったものが、９２．７立

方メートルになっております。こちらは、実態の保管容器ベースで算定し直したために減

少となっております。 

 廃棄物関係につきましては、指針による廃棄物等の必要保管容量８２．１立方メートルに

対して、９２．７立方メートルと十分な保管容量を確保しています。 

 廃棄物保管施設の位置については次のとおりになります。 

 次に、施設の配置事項に関してまとめたものでございます。 

 続いて、施設の運営方法に関してまとめたものになります。 

 次に、騒音関係についてですが、騒音発生源となる施設設備の稼働時間については、ご覧

のとおりです。 

 発生騒音の予測・評価について、予測地点の設定は店舗周囲４方向４地点に、予測地点を

設定しており、各地点の周辺写真はご覧のとおりとなります。 

 まず、東側の予測地点Ａ。南側の予測地点Ｂ。次は西側の予測地点Ｃ。そして、北側の予

測地点Ｄとなっております。 

 各予測地点の昼間午前６時から午後１０時までの等価騒音レベルの予測結果は、環境基準

を満たしております。また、各予測地点の夜間１０時から午前６時までの等価騒音レベル

の予測結果も環境基準を満たしております。 
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 また、夜間午後９時から午前６時までの騒音レベルの最大値の予測結果ですが、規制基準

を満たす結果となっております。 

 最後に、本届出に関する縦覧、住民等意見書の受付状況及び本市意見案の検討状況につい

てご説明いたします。届出書の縦覧及び住民等意見書の受付について、平成３１年２月８

日から令和元年６月１０日までの４カ月間行いましたところ、意見書の提出はございませ

んでした。 

 なお、本届出につきましては、本市関係局等で構成する大規模小売店舗立地法連絡会議に

おきまして、駐車需要など交通関係や騒音・廃棄物等の各項目において、法の趣旨や指針

を踏まえた対応と配慮がなされていることを確認し、お手元の別紙のとおり、市意見案に

つきまして「意見なし」と取りまとめております。なお、附帯意見としまして、変更後に

おいても対応策の前提として行った調査、予測結果を検証するなど、周辺地域の生活環境

の保持についても適正な配慮をして、店舗の維持・運営に努めること。 

 当該店舗の設置者は、地域社会の一員としての社会的責任を十分自覚し、周辺地域の生活

環境保持のために、指針に基づき、関係行政機関や地域住民と協力して適切な対応に努め

ること。 

 交通安全の確保に努めるとともに、周辺環境に悪影響を及ぼさぬよう、地域住民や関係機

関と協議・調整し、生活環境の保持に努めること、との意見の取りまとめを行っておりま

す。 

 以上でございます。 

○加藤会長  ありがとうございました。それでは、委員の皆様からご意見、ご質問を頂戴

したいと思います。 

○吉川委員  駐車場の交通処理の問題ですが、従前はこの西側の入口、上のほうの駐車場

に行くところだけだったんですが、今回北側にも地下の駐車場へ行く入口がつくられてい

ます。それこそ実体験ですが、この屋上の駐車場へ行くには８階か９階まで上がらなきゃ

ならない。皆さん地下の駐車場にまずは行くと思うんですけど、北側の入口が「満」表示

のときに、「空（くう）」になるのを期待して西側の入口①にまで行かずに、北側の入口

③のところに滞留するおそれというのはないのかなというのがちょっと心配です。もしお

聞きになっていることがあれば教えてほしいんですけど。 

○加藤会長  ありがとうございました。先生の行動パターンからするとそういう人が何人

かいらっしゃるのではないかということですね。 

○吉川委員  警備員等がつくのでしょうか。 

○事務局  今のところ最終回答ではありませんが、警察等からも吉川委員がおっしゃった

ような形で地下駐車場に集中する懸念はあるだろうということで、警備員の配置や、料金

体系に差をつけるなど屋上階のほうに誘導できるようなことが何かできないかというよう

なお話はあったようです。具体的にどのあたりまで現在詰められているかは、まだ確認で

きておりませんけれども、工夫はされるように聞いております。 

○吉川委員  わかりました。警察とも協議されているということで、一安心です。ありが

とうございます。 
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○川﨑委員  この案件について、阪急のホテルとあわせての開発になっているかと思うの

ですけれど、この駐車場は、ホテルを利用される方も含めているということでしょうか。

それとも、ホテルはまた別に駐車場をお持ちということでしょうか。１，０００室以上の

大規模なホテルですので、そのあたりはどうなっているのか教えていただけたらと思いま

す。 

○事務局  ホテル分として、９９台が附置義務にかかっていると聞いておりまして、全体

で１，２１０台のうち１，１００台が今回の大店の届出駐車場という位置づけになってお

ります。 

○川﨑委員  そういう基準があるのですね。 

○事務局  基準はどちらも満たしております。 

○川﨑委員  わかりました。 

○佐藤委員  以前、増築側の敷地は平面の駐車場とか駐輪場として利用していたと思うの

ですが、店舗の設置ではなかったのでしょうか。もし、それが一般向けの公共駐車場だと

したらその需要をどこで受けるのか、気になりましたが、その点はいかがでしょうか。 

○事務局  店舗用のプラスアルファで駐車場、駐輪場として活用されていたという形では

なかったかと思います。変更前の台数にそこが入っていたというわけではないので、全体

としてはそこがなくなった後の工事期間中も問題なく運営されていて、最終的に１，２１

０台で賄われていくというところでございます。 

 表で申しあげますと、スライドの２８ページにもともと建物の９階から１３階までの７８

０台を大店立地法上の駐車場として届け出ておられまして、今回各フロア少し減っており

ますけれども、地下２、３、４、５階のフロアに駐車場をつくって１，１００台というこ

とですので、平面部分はこの当時から大店立地法上の駐車場としての位置づけにはなって

いなかったというところでございます。 

○佐藤委員  わかりました。 

○加藤会長  大店立地法上は渋滞とかを懸念しているので、十分な駐車台数を確保すると

いうことばかり目がいくのですが、実は１８年前にこの店舗を設置するときに、かなり多

めの駐車台数だったんです。当時の議論としては、多過ぎるんじゃないかと。もともと一

体開発ということで、今開発されることを前提にして、その分も含めた形での駐車台数を

実は設けたんですね。今回、駐車場を新しく設けてさらに駐車台数を７８０台から１，１

００台に増やしていて、十分過ぎるということになると思うんですけれども、逆に、大阪

の都心なので、車で来る利便性をそれほど確保する必要があるのかと。むしろ、交通渋滞

といいますか、車が市内に入り過ぎるんじゃないかという懸念が当時の議論としてはあっ

たんです。ただ、今回のデータをいろいろ見せていただくと、そういう問題は余りないと

いうことでしょうか。 

○事務局  実績に近いものになっております。 

○加藤会長  実績というか、予想を上回る駐車というか自動車が入ってきてもそれほど問

題はなかったということですね。そういうふうに考えてよろしいですか。 

○事務局  はい。実績上からも特に問題がなかったというふうに判断させていただいてお
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ります。 

○加藤会長  当時は、実際にやってみないとどうなるかわからないということで、むしろ

できるだけ公共交通を利用するように、というような意見が随分出されたように記憶して

います。今回は実績からみると、必ずしもその心配はないということです。 

○柳原委員  ただ、この実績を見ると、利用実績は１，０４８台となっているので結構、

車で来ているな、そんなに大きな余裕はないかなという印象はあります。ここの来店者以

外の方、その周辺に来られる方もここの駐車場を使っているのかどうか、ちょっとわから

ないですが、意外と駐車台数は利用実績でみるとかなり多めな実績が出ているのかなとい

うような気はしています。 

○加藤会長  ほかに。どうぞ。 

○高比良委員  この駐車場の台数ですけれども、これは一般の普通車を対象にしてるんで

すよね。大型のバスなどはこちらでは確保されていないんでしょうか。 

○事務局  観光バスは北側のところに３台ほど停車できるようになっております。ホテル

などのお客様をおろした後、他に移動されるものと思います。 

○高比良委員  ありがとうございました。関空などから外国からの観光客を乗せてバスが

来るのかなとか思いましたので、お聞きしたんですけれども、そちらのほうは基本、駐車

というよりも停車というか、そういう形でということですね。 

○加藤会長  はい。どうぞ。 

○平栗委員  北側にビルが結構連立していると思うんですが、ここに住宅などは入ってい

るんでしょうか。オフィスビルだけなのか、もしくは一部住宅に供されるようなものが入

っているのかお教えいただけますでしょうか。 

○事務局  建物のすぐ道路北側が２階建て程度の店舗が何店か並んでおります。お住まい

かどうかはちょっと分からないですが、１階が全て飲食店やお店になっておりまして、可

能性があるとしたらそのあたりに少しあるのかなとは思います。 

○平栗委員  わかりました。そんなに低いイメージがなかったので、どうだったかなと思

って。 

○事務局  あとは、高層マンションが建っております。 

○平栗委員  この中に建っているんですか。 

○事務局  うめきたの北のほうに建っています。 

○平栗委員  変更届出書の３９ページの周辺見取り図にある、ここに載っている範囲だと

住宅というのは特にないということですか。 

○事務局  先ほど申しあげました２階建て程度の店舗、騒音の地点Ｄのところが唯一お住

まいの可能性があるかなということです。 

○平栗委員  今回騒音の予測高さが全て１．２メートルでそろえられていたので、都市部

の中でそれが妥当なのかどうかというのがちょっと疑問に思った次第です。一般的にはも

ちろん１．２メートルですが、高層の建物に人が住んでいるのであれば、やっぱりその高

さにあわせてやったほうがいいのかなと思ったのですけど、ただ、２階建てしか面してな

いということであれば問題ないかと思います。 
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○事務局  北側出口につきましては、３階建ての店舗兼住居の各階の予測結果のうち、１

階が一番予測値が高かったというように聞いております。 

○平栗委員  なるほど。駐車場にしてるからそれで上の設備騒音はカットされてるという

ことですよね。 

○事務局  そうですね。屋上がかなり高いので。 

○平栗委員  屋上より高いレベルに住宅があるわけではないということですね。わかりま

した。ありがとうございます。 

○加藤会長  確認ですけれども、住宅の可能性があるといった場合には一番騒音が高く出

る、その地点で予測していただいているわけですけど、人が住んでない場合や人が住んで

ないと思われる場合は、一般的に高さ１．２メートルということでされておられるという

ことでしょうか。 

○平栗委員  用途が不明なビルというのがかなり多いと思いますので、住む可能性がある

のであれば、そういう地点も対象に予測するというのが誠実かなと思います。 

○加藤会長  なるほど。そういう意味では可能性のあるところについては誠実にやってい

ただいているということですね。 

 ほかに。よろしいでしょうか。 

 それでは、この案件につきましては委員の皆様からご意見・ご質問をいただきましたが、

届出上は法の趣旨に沿い、指針を踏まえた内容になっておるということで、当審議会とし

ましては、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境保持の見地からの意見は有しないも

のとして取り扱ってまいりたいと思いますが、事務局から説明のありました附帯意見３点

ですね。これを附帯意見として申し添えたいと考えますが、ご異議ございませんでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○加藤会長  ありがとうございます。 

 それでは続きまして、議事（１）の②「（仮称）ドラッグコスモス御幣島店」の新設に関

する届出内容等につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局  「(仮称)ドラッグコスモス御幣島店」の新設について、ご説明いたします。 

 本件は、ＪＲ東西線御幣島駅から北西約９００メートルの西淀川区御幣島五丁目９番外１

筆に、小売店舗を新設するとして届出があったものです。 

 店舗面積は１，３５１平方メートルで、設置者、小売業者ともに株式会社コスモス薬品と

なっております。主として販売する物品は医薬品です。用途地域は工業地域。平成３１年

１月２８日に届出があり、新設予定日は令和元年９月２９日となっております。 

 敷地周辺の状況ですが、まず、計画地全体を北西方向から見たものでございます。 

 次に、東側道路を南方向に見たときの写真でございます。 

 同じく、東側道路を北方向に見た写真でございます。 

 次に、北側道路を西方向に見た写真です。 

 同じく、北側道路を東方向に見た写真です。 

 次に、西側道路を南方向に見た写真です。 
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 同じく、西側道路を北方向に見た写真です。 

 次に、南側を東方向に見た写真です。 

 同じく、南側を西方向に見た写真です。 

 次に施設の配置に関する事項について、各施設の場所を平面図でご説明いたします。 

 駐車場は４１台が確保されています。また自動二輪車が５台、駐輪場が９１台でそのうち

原付が５台設置されております。荷さばき施設が３２平方メートル、廃棄物保管施設は保

管容量合計１１．６立方メートル設置されております。 

 以上、施設配置に関してまとめた表となります。 

 次に、「施設の運営方法に関する事項」についてご説明いたします。小売店舗の開閉店時

刻ですが、午前９時から午後１０時までとなっております。来客の駐車場利用時間帯は、

午前８時３０分から午後１０時３０分までとなっております。駐車場の出入口は敷地西側

に１カ所、荷さばきを行うことができる時間帯は午前６時から午後９時までとなっており

ます。 

 駐車場の出入口及び搬入車両の出入口の周辺の状況といたしまして、敷地の西側にありま

す出入口付近の写真ですが、この出入口の前の道路より、左折イン、左折アウトとなって

おります。 

 次に、届出書の「添付書類の概要」についてご説明いたします。 

 建物は地上２階建てとなっております。店舗面積は１階に２３平方メートル、２階に１，

３２８平方メートルで合わせて１，３５１平方メートルです。 

 次に駐車場における必要駐車台数についてですが、当店舗における各値から、指針に基づ

く必要駐車台数を求めると４１台となります。 

 これに対し届出台数は４１台となっておりまして、指針の必要駐車台数を満たしておりま

す。 

 来客の自動車の来店経路・退店経路はご覧のとおりです。なお、交通量調査の地点１、２、

３において、開店後の交差点飽和度は全て基準の０．９を下回っております。 

 続いて、騒音関係についてですが、騒音発生源となる施設設備の稼働時間については、ご

覧のとおりです。 

 発生騒音の予測・評価について、予測地点の設定は、店舗周囲４方向に設定しており、各

地点の周辺写真はご覧のとおりです。 

 まず、西側の予測地点Ａ。次に、北側の予測地点Ｂ。次に、東側の予測地点Ｃ。次に、南

側の予測地点Ｄ。 

 各予測地点の昼間午前６時から午後１０時までの等価騒音レベルの予測結果そして夜間午

後１０時から午前６時までの等価騒音レベルの予測結果はいずれも環境基準を満たしてお

ります。 

 また、夜間午後９時から午前６時までの騒音レベルの最大値の予測結果は、規制基準を満

たす結果となっております。 

 続いて、廃棄物関係でございますが、１日当たりの予測排出量が６．５立方メートル、そ

れに対しまして、保管容量合計１１．６立方メートルと十分な保管容量を確保しておりま
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す。 

 最後に、本届出に関する縦覧、住民等意見書の受付状況及び本市意見案の検討状況につい

てご説明いたします。 

 お手元に「大阪市意見(案)について」をお配りしておりますが、届出書の縦覧及び住民等

意見書の受付については、平成３１年２月８日から令和元年６月１０日までの４カ月間行

いましたところ、意見書の提出はございませんでした。 

 なお、本届出に関して、本市関係局等で構成します大規模小売店舗立地法連絡会議におい

て、駐車需要など交通関係や騒音・廃棄物等の各項目において、法の趣旨や指針を踏まえ

た対応と配慮がなされていることを確認しております。市意見案につきまして「意見な

し」との取りまとめを行っておりますが、附帯意見案といたしまして、新設後においても

対応策の前提として行った調査・予測結果を検証するなど、周辺地域の生活環境の保持に

ついても適正な配慮をして、店舗の維持・運営に努めること。 

当該店舗の設置者は、地域社会の一員としての社会的責任を十分自覚し、周辺地域の生活 

環境保持のために指針に基づき、関係行政機関や地域住民と協力して適切な対応に努める

こと。 

 交通安全の確保に努めるとともに、周辺環境に悪影響を及ぼさぬよう、地域住民や関係機

関と協議・調整し、生活環境の保持に努めること、との取りまとめを行っております。 

 以上でございます。 

○加藤会長  ありがとうございます。それでは、この案件につきまして委員の皆様からご

意見・ご質問を頂戴したいと思います。 

 ご質問・ご意見、いかがでしょうか。特にない、問題はないと皆様お考えなんでしょうか。 

 それでは、この案件につきましては、特にご質問、ご意見はありませんでしたので、届出

上は法の趣旨に沿い、指針を踏まえた内容となっておるということで、当審議会としまし

ては、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境保持の見地からの意見は有しないものと

して取り扱ってまいりたいと考えますが、事務局から説明がありました附帯意見３点です

ね。これを附帯意見として申し添えるということで審議会としては意見を有しないという

ことで、お決めいただいたということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○加藤会長  ありがとうございます。 

 それでは続きまして、議事（１）の③「浪速道頓堀ビル」の新設に関する届出内容等につ

きまして、事務局より説明をお願いしたいと思います。 

○事務局  それでは、「浪速道頓堀ビル」の新設について、ご説明いたします。 

 本件は、Osaka Metro なんば駅から約１８０メートルの中央区道頓堀１丁目１３番４、１

３番７にあります戎橋商店街北入口に接する６階建ての建物で、既に１，０００平方メー

トル以下の小売店舗が営業しておりますが、新たに２階と５階部分で小売業を行うことに

よりまして、店舗面積が１，０００平方メートルを超えるため、今回大店立地法としては

新設として届出があったものでございます。 

 店舗面積は１，９６９平方メートルで、設置者は浪速振興株式会社、小売業を行う者は株
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式会社関西ＴＳＵＴＡＹＡ、ほかは未定となっております。主として販売する物品は生活

雑貨品等です。 

用途地域は商業地域、平成３１年１月２８日に届出がありまして、新設予定日は令和元年

９月２９日となっております。 

敷地周辺の状況ですが、まず、計画地全体を北西側から写した写真です。 

 次に、北側道路を東から西に見た写真です。北側がかに道楽のビルになります。 

 同じく、北側道路を西から東に見た写真です。 

 次に、東側を北から南方向に見た写真です。 

 次に、西側道路を南方面に見た写真です。 

 同じく、西側道路、戎橋筋商店街になりますが、こちらを南から北方面に見た写真です。 

 次に、建物に隣接します南側を東方向に見た写真です。 

 次に施設の配置に関する事項について、各施設の場所を平面図でご説明いたします。 

 駐車場は、隔地駐車場でアムザ１０００の立体駐車場に２０台設置されております。 

 駐輪場は建物６階に９０台設置されております。 

 また、廃棄物等保管施設は、建物地下１階に６．９立方メートル、１階南西側に６．９立

方メートルで合わせて１３．８立方メートル設置されており、荷さばき施設は、建物１階

北側に２４平方メートル設置されております。 

 以上、施設配置について、まとめたものでございます。 

 次に、「施設の運営方法に関する事項」についてご説明申しあげます。 

 小売店舗の開閉店時刻ですが、午前８時から翌午前４時までとなっております。来客の駐

車場利用時間帯は、午前７時３０分から翌午前４時３０分までとなっております。駐車場

の出入口として、隔地駐車場に出入口が１カ所設けられています。荷さばき場におきまし

ては、荷さばきを行うことができる時間帯は、午前６時から午前８時までとなっておりま

す。 

 駐車場ですが、出入口周辺の状況といたしまして、出入口付近の写真の前の出口前の道路

から、左折イン、左折アウトとなります。 

 続きまして、搬入車両の出入口ですが、こちら出入口正面から出入口前、北側の道路から、

右折イン、左折アウトとなっております。御堂筋のほうに出ていく形になっております。 

 次に、届出書の「添付書類の概要」についてご説明申しあげます。 

 建物は地下１階、地上６階建てとなっておりまして、店舗面積は地下１階に３４４平方メ

ートル、１階に３１１平方メートル、２階に３４１平方メートル、３階に３６１平方メー

トル、４階に３０９平方メートル、５階に３０３平方メートルの合計１，９６９平方メー

トルです。 

 続きまして、駐車場における必要駐車台数についてですが、当店舗における各値から、指

針に基づく必要駐車台数を求めると２０台となります。 

 これに対しまして届出台数は２０台となっておりまして、指針の必要駐車台数を満たして

おります。 

 また、来客の自動車の来店・退店経路は次のとおりでございます。 
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 また、交通量調査の地点Ａ、Ｂにおいて、開店後の交差点飽和度は全て基準の０．９を下

回っております。 

 続いて、騒音関係についてご説明いたします。騒音発生源となる施設設備の稼働時間はご

覧のとおりでございます。 

発生騒音の予測・評価について、予測地点の設定は、店舗周囲４方向４地点に設定してお

り、各地点の周辺写真はご覧のとおりでございます。 

 まず、北側の予測地点Ａ。次に、東側の予測地点Ｂ。次に、南側の予測地点Ｃ。次が、西

側の予測地点Ｄとなっております。 

 各予測地点の昼間午前６時から午後１０時までの等価騒音レベルの予測結果及び夜間午後

１０時から午前６時までの等価騒音レベルの予測結果はそれぞれ環境基準を満たしており

ます。 

 また、夜間午後９時から午前６時までの騒音レベルの最大値の予測結果は、規制基準を満

たす結果となっております。 

 続いて、廃棄物関係でございますが、１日当たりの予測排出量が９．１５立方メートル、

これに対しまして、保管容量合計１３．８立方メートルと十分な保管容量を確保していま

す。 

 最後に、本届出に関する縦覧、住民等意見書の受付状況及び本市意見案の検討状況につい

てご説明いたします。届出書の縦覧及び住民等意見書の受付について、平成３１年２月８

日から令和元年６月１０日までの４カ月間行いましたところ、意見書の提出はございませ

んでした。 

 なお、本届出に関して、本市関係局等で構成する大規模小売店舗立地法連絡会議におきま

して、駐車需要など交通関係や騒音・廃棄物等の各項目について、法の趣旨や指針を踏ま

えた対応と配慮がなされていることを確認し、お手元の別紙資料のとおり、市意見案につ

きまして「意見なし」との取りまとめを行っております。ただし、附帯意見案としまして、

新設後においても対応策の前提として行った調査・予測結果を検証するなど、周辺地域の

生活環境の保持についても適正な配慮をして、店舗の維持・運営に努めること。 

 当該店舗の設置者は、地域社会の一員としての社会的責任を十分自覚し、周辺地域の生活

環境保持のために、指針に基づき、関係行政機関や地域住民と協力して適切な対応に努め

ること。 

 交通安全の確保に努めるとともに、周辺環境に悪影響を及ぼさぬよう、地域住民や関係機

関と協議・調整し、生活環境の保持に努めること、との取りまとめを行っております。 

 以上でございます。 

○加藤会長  ありがとうございました。それでは、委員の皆様からご意見、ご質問を頂戴

したいと思います。 

○吉川委員  新設ということですが、ビル自体が別に新築じゃないですね。 

○事務局  はい。大規模小売店舗に当たるような店舗面積を有しておられなかったのです

が、今回、５階部分ですとか、これまで使用されていなかった部分を店舗として使われる

に当たって１，０００平方メートルを超えるので、届出をされたということになります。 
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○吉川委員  わかりました。それまではオフィスか何か、要するに店舗以外に使っていた

のでしょうか。 

○事務局  もしくは、飲食店が入られていました。 

○吉川委員  わかりました。ありがとうございます。 

○加藤会長  はい。どうぞ。 

○川﨑委員  これまで大店ではなかったということでちょっと駐輪場のところでひっかか

ったのですが、つけ焼き刃の駐輪場だなというのがすごく感じられます。実際駐輪場とし

て使われるだろうかと気になります。 

○事務局  もともと設置はされていたようですが、今は休止されているようです。大店に

なるに当たってこの６階にご案内するという形になります。 

○川﨑委員  ご案内ということで理解いたしました。 

○事務局  実際はエレベーターを使って６階まで自転車を運ぶことになります。 

○川﨑委員  屋上じゃないのですね。６階で屋内ということですか。 

○事務局  屋内です。 

○佐藤委員  いずれにしても、エレベーターを使って上がるということで、ほかの来客者

と共用されると、いろいろな事故が起きたりしますので、エレベーターを使って自転車を

上階まで上げるというのは今後も認めていく予定なのでしょうか。 

○事務局  共有されているエレベーターとはお聞きしています。今後も認めていくかとい

うのはここでは私どもで回答できないんですが、大阪市内のこういったビルが密集してい

る地域において、駐輪場を確保ということになりますと、どうしてもこういう形を認めざ

るを得ないのではないかというふうには考えます。 

○加藤会長  懸念があったということですが。 

○事務局  これまでにも事例はございます。適切に誘導されていれば道路上に駐輪されず

に、少しでも交通渋滞、交通上の緩和には役立つというふうに考えております。 

○吉川委員  スライドの７ページを出してください。このイラストが書いてあるところ、

シャッターか何か閉まっているけど、そこを突き抜けたとこあたりにエレベーターがある

んですか。矢印があるところから入って、何かイラストの裏に回り込んでエレベーターに

乗るということですかね。 

○事務局  そうですね。この奥がエレベーターになっています。その奥に非常階段という

ようになっております。 

○吉川委員  非常階段が、こっちやね。 

○事務局  その横の奥に入っていく通路、その先にエレベーターがありまして、それで６

階へ上がっていただいて駐輪するという形です。 

○加藤会長  先ほどご質問があった、一般のお客さんがこのエレベーターを一緒に利用す

るということなのか、それとも専用なのかというのはどうでしょうか。 

○事務局  併用とお聞きしております。 

○加藤会長  併用ですか。 

○事務局  エスカレーターは別にあります。 
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○加藤会長  要するに、ここにしかエレベーターがないということなのですよね。 

○事務局  そうですね。ここだけですね。 

○加藤会長  ご意見をどうぞ。 

○高比良委員  すみません。併用とお聞きしたんですが、車椅子の方なんかもご利用可能

な仕様になっているのでしょうか。 

○事務局  申し訳ございません。エレベーターの中まではちょっと調べておりません。 

○吉川委員  ただ、平面図のところに福祉対応型と書いてはいますけどね。よくあるのは、

ボタンが低くなってるものです。 

○平栗委員  門外漢なので、ちょっと的外れかもしれないですけど、今のご議論に関連し

て１階平面図を見てみますと、駐輪場への動線と店舗面積の網掛けしている部分が重なっ

ているのですね。要するに、店舗としての営業区画を自転車が通るということになってい

ると思うのですが、素人ながら違和感を覚えます。例えばエスカレーターのように店舗面

積に積算されていない状態であれば主にここは自転車が通る場所とみなすことができるの

かなと思うのですね。何か伺っているようであればお教えいただけますでしょうか。 

○加藤会長  １階の平面図を見たらわかりやすいのですかね。ここでいうと１４ページで

すか。 

○平栗委員  そうですね。今見せていただいている右上に青い矢印が下に向かっていって

て、それが自転車の動線、駐輪場への動線というふうに書いてあるのですね。それと、店

舗面積の網掛け部分が重なっているわけですね。何かこれが少し不自然かなというふうに

思いますね。 

○事務局  車椅子にしろ、自転車にしろ実際に通路として使う以上はここに陳列は不可能

かと思いますが、今店舗側としては最大の面積を入れてこられているのかなというように

理解いたします。ここに物を陳列されて通行が阻害されることにはならないと考えており

ます。 

○平栗委員  実際にはエレベーターに向かう通路になっていると思うので、何か陳列して

ということはないとは思うんですが。今からここを変更するというよりは何かこう、附帯

意見としてそういう文言を入れていただくのがいいのかなというふうに思いますが。 

○加藤会長  附帯意見ないしは口頭で確認するということになりますね。 

 動線からするとこの北からエレベーターに向かって入ってきているということですね。先

ほど説明していただいた様に、エレベーター前というのはこの動線になっているというこ

とですね。 

 この点につきましては口頭で確認して、適切な措置を取っていただくということでよろし

いですね。 

 ほかに、関連も含めてご意見・ご質問を頂戴したいと思います。 

○柳原委員  ちょっとお伺いしたいんですけど、隔地駐車場ですが、以前から営業してい

るので、車での来店はあったのかなかったのか、その辺、今までは大店にかかってないの

で、特に駐車場を設置する必要がなかったのでしょうけども、その辺、実績というような

ところ設置者はお持ちなのでしょうか。 
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○事務局  特に実績値は確認させていただいてはおりません。 

○柳原委員  今回２０台というのは大店にかかるので、とりあえず別のところで２０台確

保しましたということですね。この周知というのはどこでどういうようなことでする予定

にされているのでしょうか。 

○事務局  届出の中では店舗ホームページや店舗の敷地内において、駐車場位置を掲示し

ますという形で届出がなされております。 

○加藤会長  よろしいですか。 

○柳原委員  はい。 

○加藤会長  ほかに。よろしいですか。先ほどの口頭で利用者の安全、これについてご意

見いただきましたので、これは後ほど中身について確認したいと思います。 

 ほかに、ご質問、ご意見よろしいですか。 

 それでは、この案件につきましては、委員の皆様からご意見をいただきましたが、届出上

は法の趣旨に沿い、指針を踏まえた内容となっておるということで、当審議会としまして

は、「当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境保持の見地からの意見は有しない」もの

として、事務局から提案がありました附帯意見とそれから口頭での確認を申し添えること

とします。内容としては駐輪場への誘導経路が売り場面積と重複しているということで利

用者の安全について支障が出る恐れがあると。それからエレベーターの利用についても自

転車の利用者によって他の利用者の安全が損なわれる恐れがあるので、この点についてく

れぐれも安全上の対策をしていただきたいということを設置者に口頭でご確認いただくと

いうことでよろしいでしょうか。 

 それでは、先ほどの事務局からの附帯意見、それからただいま申しあげました口頭での確

認ですね。これを附帯意見ということで申し添えたいと思いますが、ご異議ございません

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○加藤会長  ありがとうございます。それでは、「当審議会における意見を有しない」も

のとして、附帯意見並びに口頭での確認をしていただくということにしたいと思います。 

 続きまして、議事（１）の④「(仮称)デイリーカナートイズミヤ花園店」の新設に関する

届出内容につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、「(仮称)デイリーカナートイズミヤ花園店」の新設について、ご説

明いたします。 

 本件は、Osaka Metro 四ツ橋線花園町駅前から５メートルの西成区花園南１丁目２番４号

に小売店舗を新設するとして届出があったものです。 

 店舗面積は２，３９８平方メートルで、設置者は株式会社エイチ・ツー・オーアセットマ

ネジメント、小売業者はイズミヤ株式会社となっております。主として販売する物品は食

料品、日用品、生活雑貨です。用途地域は商業地域となっておりまして、平成３１年２月

２８日に届出があり、新設予定日は令和元年１０月２９日となっております。 

 敷地周辺の状況としまして、まず、計画地全体を北西側から写したものです。 

 次に、北側道路から東方向への写真です。 



－ 15 － 

 同じく、北側道路から西方向の写真です。 

 次に、東側道路から南方向への写真です。 

 同じく、東側道路から北方向の写真です。 

 次に、南側道路から西方向の写真です。 

 同じく、南側道路から東方向への写真です。 

 次に、西側道路から北方向の写真です。 

 同じく、西側道路から南側方向への写真です。 

 次に施設の配置に関する事項について、各施設の場所を平面図でご説明いたします。 

 駐車場は隔地駐車場を１カ所使用いたします。隔地駐車場１１台のうち、来客用として９

台を確保しています。 

 自動二輪車は建物東側に２台設置されます。駐輪場は、建物西側及び東側に、原付５台を

含む４３台、南に隣接するビルの屋上隔地駐輪場に４３台で合計８６台設置されておりま

す。荷さばき施設は建物東側に６６平方メートル設置されております。廃棄物等保管施設

は建物東側に２カ所、保管容量は合計１９．８立方メートル設置されております。 

 以上、施設配置をまとめたものになります。 

 次に、「施設の運営方法に関する事項」についてご説明申しあげます。 

 小売店舗の開閉店時刻ですが、午前７時から翌午前２時となっております。来客用の隔地

駐車場利用時間帯は２４時間となっております。駐車場の出入口は、駐車場の北側と東側

に出入口がございます。また、荷さばきを行うことができる時間帯は、午前６時から午後

９時まででございます。 

 駐車場の出入口周辺の状況ですが、まず東側の出入口は、前の道路を左折イン、左折アウ

トとなっております。 

 同じく隔地駐車場の北側出入口ですが、北側出入口の前の道路から左折イン、左折アウト

となっております。 

 荷さばき施設は敷地内にあり、その搬入口の出入口付近の写真です。出入口前の道路より

左折イン、右折アウトとなっております。 

 次に、届出書の「添付書類の概要」についてご説明いたします。 

 建物は地上２階建てとなっており、店舗面積は１階に１，１９６平方メートル、２階に１，

２０２平方メートルの合計２，３９８平方メートルです。 

 駐車場における必要駐車台数ですが、当店舗における各値から、指針に基づく必要駐車台

数を求めると９台となります。 

 これに対し届出台数は９台となっており、指針の必要駐車台数を満たしております。 

 また、来客の自動車の来退店経路は次のとおりになります。交通量調査の地点１、２、３

において、開店後の交差点飽和度は全て基準の０．９を下回っております。 

 続いて、騒音関係について申しあげます。騒音発生源となる施設設備の稼働時間について

は、次のとおりです。 

 発生騒音の予測・評価について、予測地点の設定は、店舗周囲４方向５地点設定しており

まして、各地点の周辺写真はご覧のとおりでございます。 
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 まず、北側の予測地点Ａ。次に西側の予測地点Ｂ。次に南西側の予測地点Ｃ。次に南東側

の予測地点Ｄ。次に東側の予測地点Ｅ。 

 続きまして、隔地駐車場の北西側の予測地点Ｆ。次に隔地駐車場南側の予測地点Ｇ。同じ

く、隔地駐車場北側の予測地点Ｈとなっております。 

 各予測地点の昼間午前６時から午後１０時までの等価騒音レベルの予測結果及び夜間午後

１０時から午前６時までの等価騒音レベルの予測結果はそれぞれ環境基準を満たしており

ます。 

 また、夜間午後９時から午前６時までの騒音レベルの最大値の予測結果は、規制基準を満

たしております。 

 続いて、廃棄物関係でございますが、１日当たりの予測排出量１１．１８立方メートルに

対して、保管容量合計１９．８立方メートルと保管容量を確保しています。 

 最後に、本届出に関する縦覧、住民等意見書の受付状況及び本市意見案の検討状況につい

てご説明いたします。 

 届出書の縦覧及び住民等意見書の受付について、平成３１年３月１５日から令和元年７月

１６日までの４カ月間行いましたところ、１通の意見書の提出がございました。お手元の

「（仮称)デイリーカナートイズミヤ花園店の新設の届出に対する住民意見書の概要」を

ご覧ください。 

 意見の概要としましては、駐輪に関するものとなっておりまして、Osaka Metro 花園町駅

及び国道２６号、北側市道は不法駐輪が多くなる。２メートル以上セットバックして鍵付

駐輪を設置すべき。これに対し、設置者からの意見書に対する回答書をご覧ください。回

答としまして、「開業時や繁忙時など状況に応じて交通誘導員を配置し、路上駐輪の抑止

や歩行者の安全確保に努めます。また敷地のセットバックは難しいですが、課金式駐輪場

について検討しています」との回答を得ています。 

 なお、本届出に関しまして、本市関係局等で構成する大規模小売店舗立地法連絡会議にお

いて、駐車需要や交通関係、騒音・廃棄物等の各項目について、法の趣旨や指針を踏まえ

た対応と配慮がなされていることを確認し、お手元の別紙資料のとおり、市意見案につき

ましては「意見なし」との取りまとめを行っておりますが、附帯意見案としまして、新設

後においても対応策の前提として行った調査・予測結果を検証するなど、周辺地域の生活

環境の保持についても適切な配慮をして、店舗の維持・運営に努めること。 

 当該店舗の設置者は、地域社会の一員としての社会的責任を十分自覚し、周辺地域の生活

環境保持のために指針に基づき、関係行政機関や地域住民と協力して適切な対応に努める

こと。 

 交通安全の確保に努めるとともに、周辺環境に悪影響を及ぼさぬよう、地域住民や関係機

関と協議・調整し、生活環境の保持に努めること。特に交通誘導員を配置させるなど、周

辺への路上駐輪の抑止に努めることということで、意見書に対する回答を踏まえた点を加

味した取りまとめを行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○加藤会長  ありがとうございました。それではただいまの説明につきまして、ご意見・



－ 17 － 

ご質問を頂戴したいと思います。どうぞ。 

○白委員  駐車場の利用時間帯につきまして、届出事項のところの３ページには利用時間

帯は午前６時３０分から翌午前２時３０分までって書いてあるのですが、このパワーポイ

ントの１７枚目のところが２４時間というように書いてあって、どっちが正しいんでしょ

うか。 

○事務局  申し訳ございません。届出書の方が正しいということになりますので、午前６

時３０分から翌午前２時３０分ということになります。この駐車場自体の営業時間２４時

間ですが、こちらの大規模小売店舗としての届出は午前６時３０分から午前２時３０分と

なります。 

○白委員  わかりました。 

○加藤会長  駐車場自体は２４時間使えるということですね。だから、イズミヤの利用部

分とそれから一般利用部分が一緒になっているということですよね。 

○事務局  全体で１１台のうちの９台を大規模小売店舗用として届出しているということ

です。 

○加藤会長  この時間外に利用したことによって、周辺住民にとって何か不都合が発生し

た場合にはそれ相応の措置を取っていただかないといけないということになると思います

が。よろしいですか。はい。どうぞ。 

○柳原委員  自転車に関してですが、住民からも違法駐輪が多いのでというような意見が

ありました。それで、駐輪場の位置を見ると、屋上階に３５台と８台。これは、両方とも

この新花園ビルの屋上階になるんでしょうか。また、この屋上階っていうのは一体、何階

にどうやって上がるのかというところをちょっと教えてください。さっきのお話じゃない

けど、エレベーターで上がってわざわざここに停めるのか、なかなか停めないのではと考

えると、違法駐輪をさらに増やしてしまいかねないような計画のような気もしますので、

そのあたりちょっと教えていただければと思います。 

○事務局  この新花園ビルというのもイズミヤの研修施設になっておりまして、既にこの

屋上階に社員の方が一部駐輪場として、エレベーターを使って利用されておる状況でござ

います。そこを今度は新たに来客用に設けるという形になっております。 

○柳原委員  屋上というのは何階にあるんですか。 

○事務局  ３階建ての屋上という形で、イズミヤとの間の道路からビルに入りエレベータ

ーで上がる形になります。 

○柳原委員  ちょっと細かいですけど、エレベーターは自転車が何台ぐらい乗って、何基

ぐらいあるのかという、要は使い勝手がどうなのかというところはちょっと懸念されるよ

うな気はしますけど、大丈夫でしょうか。 

○事務局  実際のところ、平面ほど使い勝手はよくないかと思いますが、既に今時点で社

員の方が使っておられる。全体では百数十台置けるよう屋上階に駐輪場を設置されている

ようで、そのうちの４３台を今回新設店舗分として届け出るという計画でございます。 

○平栗委員  エレベーターは多分２基。 

○事務局  ２基です。 
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○柳原委員  ありがとうございます。一応、住民意見にもありましたように、交通整備員

等で極力道路沿いに駐輪しないよう呼びかけるような対策を取ってもらえるようお願いで

きたらと思っております。それと、駐車台数に関してですが、一応指針に沿って計算され

ているので問題はないと思うのですが、若干９台で本当に大丈夫なのかという、先ほどの

道頓堀が２０台に対して、こっちは国道２６号沿いで、車で来店される方も多いかと思う

のですが、そのあたり９台に足らない場合、どういうような対策をするのか、もし考えて

おられるなら、そのあたりをお伺いしたいのですけれども。 

○事務局  今のところ指針台数を満たしているということで、これ以上はちょっと我々も

確認してないのですが、東側は南海線の高架になっていまして、その下にも民間の駐車場

が一部あり、その東側道路沿いにも一部民営の駐車場があったりはいたします。イズミヤ

の割引券が出るかまでは確認できておりませんけれども、状況としては近隣に幾つか小さ

な駐車場は営業されている状態でございます。 

○加藤会長  ということは状況を見て、もし駐車台数が足りないようであれば、現在の９

台という専用駐車場プラス何台かを確保するというような指導ができるということでしょ

うか。 

○事務局  駐車場があふれるという状況であれば改善を求めることになります。 

○加藤会長  よろしいですか。 

○吉川委員  その９台を専用で確保するということは今のコインパーキングから仕組みを

変えるということですか。 

○事務局  イズミヤ専用として借り上げると聞いております。 

○吉川委員  ２台は一般のままですか。別にだめという話じゃなくて不思議だなと。こう

いうフラップがあるコインパーキングをイズミヤ専用として無料でするということは、９

台分はイズミヤの、何かこうカウンターでもらった駐車券を通すとかするということでし

ょうか。 

○事務局  例えば２時間であれば無料になるとかそういうようなやり方をされるんですが、

２台は従業員や業者の方が使われるような形にすると。イズミヤとしては１１台分あるの

ですけれども、お客様用としては９台確保するということで聞いております。 

○吉川委員  それならわかります。はい。わかりました。 

○加藤会長  一定のスペースをきちっと確保しているという感じなんですね。はい。わか

りました。ほかにいかがでしょうか。先ほどの駐輪場については、もうよろしいですか。

この際、いろいろ意見は言っていただいたほうが。 

○佐藤委員  指針を満たしているのであれば、これ以上は言えないことだと思いますけど

も、ビルの屋上も従業員の方がエレベーターを使って上がっていくというのと、ここは一

般のお客さんが使わないだろうと感じます。大きな荷物を抱えてエレベーターに乗って、

自分の自転車のところまで行くっていうのはあまり予想できないので、どうしてもこの図

で見ると２６号沿いのこの２０台しかない平面駐輪場がいっぱいになって、歩道にはみ出

していくという状況が想定されるので、ここは警備員が東側も含めてうまく分散するよう

に誘導していただくということを加えていただければと思います。 



－ 19 － 

○加藤会長  今まではどこに駐輪場があったんですかね。 

○川﨑委員  イズミヤの本部が近くなので、しょっちゅう行っていたところなのですけど、

お店の前に自転車を置いていました。 

○加藤会長  地下鉄の出入口付近のところとか？ 

○川﨑委員  常々、自転車は整理されています。買い物客は、車での来店は少ないと思い

ます。 

○加藤会長  今までは、衣料品も売ってましたんでね。そういう意味ではちょっと広域だ

と思うんですけど、これもデイリーカナートでもう、スーパーマーケットになるというこ

とであれば、近隣の方が自転車で来られる、その可能性のほうが大きいですよね。 

 皆さん、委員の皆さんは非常にこの駐輪場の確保、あるいは駐輪場の運営・運用について、

随分ご心配されてると思うのですが。事務局のほうもそれを懸念されていて、附帯意見の

ところにその部分については追加されているとは思うのですが、いろいろ意見を言ってい

ただければ附帯意見だけでなく、口頭でも設置者側に対して要望できますので。 

 よろしいですか。そうすると、附帯意見としては先ほどの最後の３番のところ、特に交通

誘導員を配置するなど周辺への路上駐輪の抑止に努めることとなっています。先ほどは配

置するだけじゃなくて適切に誘導するなどというように佐藤委員はおっしゃっていたんで

すけど。 

○佐藤委員  屋上の駐輪場まで行ってもらえるよう配置された人が確実に誘導してもらえ

れば、と思います。 

○加藤会長  配置するだけではなくて、適切に誘導するという言葉を入れるぐらいでよろ

しいですか。 

○吉川委員  誘導員は仕事が誘導ですよね。 

○加藤会長  そうですね。もっと強い何か表現というのがあればですけれども、適切に誘

導するというのは既に交通誘導員の中に含まれているということであればこのままで結構

です。余り附帯意見そのものについてはこだわってないということで、いかに安全といい

ますか、違法駐輪が周辺にいっぱいにならないような適切な運用というのを望んでいると

いうことはよくわかります。 

○高比良委員  この駐輪場についてですけれども、この新花園ビルは道を挟んで前になっ

ているのですが、駐輪場を設置する場所っていうのは何か規定というか、その店舗から何

メートル以内とかそういうルールっていうのはあるのでしょうか。１キロも離れていたら

多分停めないと思いますし、多分何かあるのでしょうけどね。 

○川﨑委員  先ほどネットで店舗状況を確認したら、やっぱり今までは歩道に自転車を停

めている状態で、それよりは今回の方が駐輪場をちゃんと確保されているので綺麗になる

と思います。今までは本当に歩道のところに整理して停めてらっしゃった状態です。 

○加藤会長  実際に問題が出た場合は、どういうことになりますか。 

○事務局  対応、改善をお願いするということになります。 

○加藤会長  具体的に言うと違法駐輪ですよね。違法駐輪でその道路があふれかえります

よと。 
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○事務局  イズミヤの来客の違法駐輪かというのは分からないです。 

○加藤会長  わからないですよね。 

○事務局  駐輪場の設置場所なんですけれども、条例では敷地内もしくは当該施設の敷地

からおおむね５０メートル以内ということで設置が認められております。今回は、場所と

しては５メートルぐらい。通路を挟んで南側にビルが建ってまして、その上です。 

○平栗委員  入口からの距離を考えると、結構ありますよね。 

○事務局  条例上は施設又は敷地からの距離という表現なんですが。 

○加藤会長  縦方向の移動もね、距離に入るとすると結構ありますね。 

○事務局  ３階部分なんで１０メートル弱。 

○平栗委員  結構ありますよね。 

○加藤会長  商店街の中の空き店舗を使うという、そういう確保の仕方も可能性としては

あるのですよね。要するに台数としては確保されているけれども、例えばそれは屋上であ

るとか、垂直距離が非常に長かったりして利用できない、あるいは利用者が不便を感じる

ようであっては、使われないのではないかということですよね。 

そうすると、当然違法駐輪というのも増えるということを懸念されているわけですよね。

その辺が附帯意見のところがこれでよいとしても、委員のご意見としてはその部分につい

てかなり議論が集中して懸念が表明されたというのは口頭でくれぐれも伝えていただき、

事前に何らかの適切な対応をしていただければこれはありがたいということになるんです

かね。要望ですかね。 

○事務局  附帯意見はこのままでよろしいですか。 

○加藤会長  附帯意見、よろしいですか。 

○事務局  先ほどの適切に誘導ということで。 

○加藤会長  いかがでしょうか。 

○事務局  附帯意見を強調させていただいた上で、我々からも口頭でも意見要望という形

で申し伝えさせていただいたほうがよろしいでしょうか。 

○加藤会長  よろしいですか。附帯意見については、これでよろしいですか。特に交通誘

導員を配置するなどですけれども。 

○事務局  先生方のご意見でご提案いただいて結構でございます。 

○加藤会長  これだと既にある場所を有効、適切に活用すると。こういうイメージですけ

ど、そもそも適切に、例えば駐輪場の場所を確保するということを入れるかとかですよね。 

○平栗委員  駐輪場の定義からすると、やっぱり新花園ビルの屋上っていうのはどうも違

和感があるというか。例えば北東側の入口からいくと、恐らく６０メートルぐらい歩かな

いといけないですね、建物の入口まで。かつそこから建物の中に入ってエレベーター乗っ

て屋上まで上がって駐車するって５分どころではないですよね。そうなると、本当にここ

がきちんと機能するのかどうかというのが非常に疑わしいような気がするんですね。皆さ

んが疑問に感じているところがそこだとまさに思いますので、もう少しそこを具体的に掘

り下げるような附帯意見としてもいいのかなというふうには思います。じゃあ、具体的に

どうしろって言われるとちょっとないのですけど。 
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○事務局  場所と台数は条例上、法的には満たされているということで担当部署と協議さ

れています。 

○平栗委員  満たしていると判断した基準というのは店舗の敷地からの距離ですよね。そ

れは直線距離で。 

○事務局  敷地の端っこであっても。 

○平栗委員  そうですよね。どこでもいいってことですよね。それは恐らくその付近に入

口があるという前提で書かれている文言だと思うのですよね。なので、徒歩で５分でした

っけ。 

○事務局  ５０メートルです。 

○平栗委員  ５０メートルというのを書かれてるとは思うのですよね。その５０メートル

が満たされていないということは、やはり余りよくない。これ５０メートル以上あります

よね。建物の図面見ますと、建物配置図及び１階平面図ですね。縦方向の建物の長さが３

６メートルですね。この３６メートルというのが恐らくこの縦移動にかかる距離っていう

のは、そこからさらに横移動みたいになってくると、１４メートル以上あるのですね。な

ぜかというと、建物の一番西側からちょっと真ん中へこんでますよね。へこんでるところ

までの距離が大体１５メートル、１６メートル以上になります。なので、５０メートルは

超えますね。ということは、そこからさらに敷地に入ってエレベーターで移動してとなる

と満たされてないのじゃないのかなという気が少ししました。 

○事務局  敷地からというと敷地の一番近くからという理解かと思うのですが、実態とし

て先生がおっしゃっているようにエレベーターを待つ時間も含めていろいろ時間がかかる

とか、距離的に遠いというのはあると思いますが、法的には一応満たされているという前

提で、どこまで要望なり意見を伝えられるかということになってまいります。 

○平栗委員  なるほど。となると、やはり附帯意見としてこの隔地駐輪場をきちんと効率

的というか、きちんと使ってもらうというように言うしかないということですね。うまい

表現が出ませんが。 

○加藤会長  文言については、いろいろご意見をいただければ、また事務局とも相談させ

ていただきたいと思うのですけど、先ほどの附置義務条例の中の定義といいますか、それ

が委員会としては疑問が提起されたと。確かに形式上はそういうふうなルールというか、

文言になっているのかもしれませんけど、実質それがうまく機能しないと意味がないわけ

ですので、その辺ももし機会があれば附置義務条例の文言自体を検討する際にぜひ一度ご

議論いただければと思いますね。 

 問題はどんどん大きくなってきていますけれども、でもこの手の駐輪場っていうのは非常

に重要だと思いますので、委員の皆さんの懸念というのは非常によくわかります。先ほど

のご意見だと隔地駐輪場についてという言葉を言うかどうかですね。 

 結局いろいろな問題が出た場合には速やかに適切に関連機関と協議の上、措置を取りなさ

いというのが大体の常識ですけどね。ある意味で予測できないというか、責任のない表現

となっているんですけど。 

○吉川委員  誘導という単語が二つ入りますけど、附帯意見をもう少し、例えば特に交通
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誘導員を配置するなど適切な隔地駐輪場への誘導と周辺への路上駐輪の抑止に努めること

ぐらいに。正確な文言は会長が決めていただければいいんですが、こういう形でしか、や

むを得ないとは思いますけどね。 

○加藤会長  特にというところの以降で、特に隔地駐輪場の運用については交通誘導員を

配置して適切に誘導し、周辺への路上駐輪の抑止に努めることと。問題があった場合には

関連機関と調整して速やかに適切な措置を講じられたいと、いうことぐらいですかね。い

ろいろ皆さん懸念されていることっていうのは、口頭で設置者に伝えるということでよろ

しいですか。 

○事務局  そうしましたら、会長と口頭内容を確認させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

○加藤会長  ほかに。よろしいですか。 

 この案件につきましては、皆様からいろいろなご意見を頂戴しましたが、届出上は法の趣

旨に沿い、指針を踏まえた内容になっておりますということで、当審議会としましては、

当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境保持の見地からの意見は有しないものとして取

り扱ってまいりますが、事務局から説明がありました附帯意見３点、これを申し添えると

ともに先ほどからご議論いただいています口頭での確認ですね。これもあわせるというこ

とで、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○加藤会長  文言については任せていただくということで。異議なしということのお声も

出ましたので、「当審議会における意見を有しない」ものとして、附帯意見を申し添える

ということにしたいと思います。 

 以上で、市長から依頼のありました、店舗面積の増の変更案件１件、新設案件３件につい

ての調査審議は終了し、市長に対する意見具申の文書をまとめることになりますが、文書

内容等については、ご一任いただくということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○加藤会長  それではご一任いただき、必要な手続を行ってまいりたいというふうに思い

ます 

 それでは、これをもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。審議会は閉会とさせ

ていただきます。どうも、ご協力ありがとうございました。 

○事務局  会長、どうもありがとうございました。委員の皆様方には本日はお忙しい中、

まことにありがとうございました。これをもって本日の審議会を終了いたします。 

この後、事務連絡をいたしますので、傍聴者の皆様は、ご退出をお願いいたします。 

閉会 午後３時１８分 


